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浦添市 中城村 北中城村新一般廃棄物処理施設整備に関する基本合意書（以下「基本合

意書」という。）に基づき、平成 29 年２月７日付け締結した協議書の内容を変更し、新施

設の建設等に係る各市村の費用負担等について、下記のとおり定めることに合意する。 

 

記 

 

１ 基本合意書１ 委託する事務の範囲について 

  委託する事務の範囲については廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第

137 号）第６条の２に規定する「処分（再生することを含む。」に関する事務とし、別紙

１に示すとおりとする。 

 

２ 基本合意書８（１） 建設費用について 

  建設費用の詳細については、別紙２で定める。 

 

３ 基本合意書８（２）① 新施設におけるごみ処理に係る経費について 

（１）均等割の算定については、別紙３の計算式（シミュレーション）を踏まえ、浦添市、

中城村及び北中城村（以下「両村」という。）の負担割合、負担額、軽減率及び軽減

率差を別紙４により算定し、当該軽減率の数値について、浦添市が両村を上回り、

かつ、浦添市と両村との軽減率差が最小となる数値（整数に限る。）を均等割とする。

なお、算定された均等割の数値は固定するものとするが、改定の必要が生じた場合

は、各市村で協議して定めるものとする。 

（２）搬入数量割については、全体の負担割合 100 から（１）により求めた均等割の数

値を差し引いた数値を各市村の直近のごみ搬入量（年度毎）を基に算定する。 

（３）（１）及び（２）の算定において基礎となる経費等の定義は、次のとおりとする。 

① 新施設におけるごみ処理に係る経費（ａ）は、事業計画書等を基に算定した額

とする。 

② 既存施設である浦添市クリーンセンター及び青葉苑（以下「現施設」という。）

におけるごみ処理に係る経費（ｂ、ｃ）は、新施設供用開始前５年間の現施設ご

み処理に係る実績額（決算）の年平均の額（当該実績額については、「現施設に

おけるごみ処理経費調書（別紙５）」による。）とする。 

③ 現施設におけるごみ搬入量（ｄ、ｅ）とは、新施設供用開始前１年間の現施設

毎のごみ搬入量（年度毎）とする。 

④ ②及び③については、新施設整備計画（別紙６）を参照。 

 

４ 基本合意書８（２）② 新施設におけるごみ処理に係る経費以外の経費について 

（１）次に掲げる経費は、搬入数量割とし、直近の実績値（年度毎）とする。この場合に

おいて、疑義が生じたときは、各市村で協議する。 

①報酬（委員報酬） 

②人件費（給料・職員手当等・共済費・賃金） 

   ③旅費（職員旅費） 

   ④費用弁償（委員費用弁償） 



 

（２）公債費は、施設建設費に基づくものであるため、地域計画及び基本設計等に基づ

く推計搬入数量割とする。 

（３）次期処理施設建設基金、基幹改造費等積立金及び修繕積立金については、新施設

における余剰電力売払金等の一部を積み立てることができるものする。 

 

５ 基本合意書９（１） 青葉苑において処理している資源ごみについて 

（１）青葉苑において処理している資源ごみ（ビン・缶）については、新施設の供用開始

に伴い浦添市リサイクルプラザにおいて受入れ処理する。 

（２）その他の資源ごみ（ペットボトル等）及び受入れ処理する条件等については、各

市村で協議して定めるものとする。 

 

６ 基本合意書９（２）① 建設準備室について 

（１）平成 29年度に限り設置する建設準備室の名称を「新施設整備推進室（以下「整備

推進室」という。）」とする。 

（２）整備推進室の設置にあたっては、「整備推進室設置に係る確認書（別紙７）」による

ものとする。 

 

７ 基本合意書９（２）② 平成 30年度以降の事務の執行について 

平成 30年度以降の事務の執行に要する費用は別紙２に定める建設費用とし、負担割合

は地域計画等に基づく推計搬入数量割とする。 

 

８ 基本合意書９（３） 土地使用料について 

中城村及び北中城村が浦添市に対して支払う土地使用料は、地域計画等に基づく推計

搬入数量割により算出するものとする。 

 

９ 事務の委託の規約について 

事務の委託の規約については、新施設整備計画（別紙６）に合わせて必要に応じて改

正を行うものとする。 

 

10 補則 

本協議書に定めのない事項、及び協議事項について疑義が生じたときは、各市村で協

議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

この協議の証として本協議書３通を作成し、浦添市長、中城村長及び北中城村長におい

て記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

浦添市長 松本 哲治 

 

 

 

 

中城村長 浜田 京介 

 

 

 

 

北中城村長 比嘉 孝則 

 

 


